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モ國ッコ・フエス隔市街の保全再生手法に闘する爾究

一伝統的街路網と自動車道路の整合化の方法一

委員深見奈緒子*2,

主査松原康介判

新井勇治*3,今村文明*4, 飯塚真弓*5,山田絵里*6

本研究は、モロッコ・フェスの旧市街の保全再生手法を提案することを目的とする。街路網の秩序原理「公私の分離」の視

点から、今日の旧市街の変容を明らかにし、今後の空間整備の指針を得る。2章では、街路網の階層的な空間構成が考察の視

点として提示される。3章では、旧市街の保全再生の歴史的背景が、過密化・老朽化とこれまでの政策から明らかにされる。

4章では、近代型道路の先駆であったルセーフ道路を対象に特徴と問題点を明らかにする。5章では、更に、歴史的建築物の

再生、一般住宅の変容、邸宅の転用の実態から、建物の再生指針が得られる。6章で、存続可能な旧市街の将来像を議論し、

整備指針の提案と、空間整備案の検討を行う。
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7)住むための遺産,8)空間整備指針9)代替整備案,

5)近代道路,6)転用,
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ThepurposeofthisstUdyistoelaboratepreservationmethodsfortheoldcityofFez,Morocco.Fromtheviewpointoftheseparation
ofpublicandprivate,Ipolntoutthat;1.themodernroadconstmctedinthecenteroftheoldcityhasauniquespatialfeature,and,2.the
traditionallifestylehasbeenchangedbecauseoftheoverpopulationcausedbyinflowofiuralpeople.Therefbre,itisadequatetopromotea
conversionofhistoricmonuments,toequiphouses,andtocontroltheexpansionofprivaterenovatlon.Theguidelinessuggestedinthis
studyaimsatapplyingofthesechangesofspaceuse.Finally,Iapplytheguidelinestoanalternativeplanofthepreservationpolicytoday.

1.研究の背景と目的、方法

モロッコの旧都フェスの旧市街は、789年に創設され

た歴史的都市である。とりわけ、複雑に入り組み袋小路

も多く見られる街路網は、一定の秩序に基づき構成され

てきたと言われ、住民の住まい方を支える存在でもある。

しかし、旧市街は全体的に過密化・老朽化が著しく、1981

年の世界遺産指定をへて各種国際機関の協力による保

全再生政策が提案されてきた。提案の中心となっている

のは、暗渠化や街路拡幅による近代型道路の導入と、建

物の再生や転用に基づく沿道の空間整備である。過密化

した市街地に風穴を開け、同時に拡大した市域との接続

を狙った政策である。市街の交通・輸送の効率化が期待

されている反面、街路網の秩序の喪失が危惧されており、

提案の事業化は計画通りには進んでいない。近代型道路

と街路網との整合化のあり方を再考し、より望ましい方

法を確立することで、旧市街の存続と保全を両立してい

く可能性が考えられる。

本研究は、街路網の秩序原理である「公私の分離」の

視点から、今日の保全再生事業下の旧市街の変容を実態

的に明らかにする。近代型道路沿道の空間的特質や問題

点、各種の建物のレベルで生じる変容を踏まえて、旧市

街の空間整備の指針を得ることを目的とする。

2章では、文献調査及び現地調査から、「公私の分離」

に基づく街路網の階層的な空間構成を提示し、次章以降

における分析の視点とする。3章では、なぜ、旧市街の

保全再生が近代型道路の導入を中心に提案されるのか、

その歴史的背景を明らかにする。まず、既往研究に基づ

き旧市街の過密化・老朽化のプロセスを概略し、次にこ

れまで提案・実施されてきた政策の要諦を、公開されて

いる計画図書を対象に分析する。4章では、近代型道路

導入の萌芽的施策であった既成道路ルセーフ道路(1970

年建設)を対象に、沿道住宅の店舗転用の経緯や、道路

と袋小路の接続状況を考察し、問題点を明らかにする。

5章では、更に、建物の種類別の再生指針を得るために、
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歴史的建築物の再生、一般住宅の変容、邸宅の転用の各

レベルで実態的に調査・分析する。6章では、それまで

得られた知見を元に、存続可能な旧市街の将来像を議論

し、整備指針の提案と、空間整備案の検討を行う。

2.公私分離の原則に基づく街路網の空間構成

本章では、「公私の分離」原則に着目しながら、文献

及び現地調査によって街路網の空間構成を提示する。

2.1旧市街の形成と存続のプロセス

旧市街(約250ha)注1)はフェス川を中心とした左右両

岸構造に基づき発展してきた。川を基底として、両岸が

次第に盛り上がっていく勾配ある地形が、"すり鉢状"

とも呼ばれる起伏に富んだ街並みをもたらした。中心に

下る程古く、歴史的建築物が多い。両岸の中心はカラウ

ィーン・モスク(左岸)、アンダルース・モスク(右岸)

であったが、2つのモスクは市街の拡張を経るにしたが

って都市の最深部に位置する形となった。

城壁や城門、主要モスク等は、為政者の意向によりト

ップダウン型で建設された。これら歴史的建築は、仏保

護領時代に文化財指定を受け保護iされてきた注2)。一方、

歴史的街区の管理や、住宅地のあり方、またスーク等の

商店街は、住民による増改築や商業ネットワークによる、

一定の歴史的規範に基づく自律的な形成と見られる。16

世紀には公的施設や店舗の殆どがハブース(正則アラビ

ア語でワクフ)の運営下に入ったといわれ、建物の非営

利的で長期にわたる存続の仕組みが浸透していった。

2.2公私の分離に基づく街路網の階層的構成

街路は複雑に分岐し、袋小路も多く存在する。一般に、

旧市街の空間構成には、「公私の分離」の原則が反映さ

れていると言われる注3)。本稿ではこれを基本的に継承し

ながら、より簡潔に用語定義しておきたい泓。人類学者

ル・トゥルノL-・一・一が20世紀初頭に記録した「往来軸」(1es

axesdecirculation)は、各城門から中心部までをほ

ぼ直接的に接続し、旧市街を全体的に網羅している。こ

れを「主要通り」と定義する。また、都市地図の分析か

ら、主要通りから派生していく街路の中でも、行き止ま

らず通り抜けられる街路が存在する。こうした通りは歴

史的街区の商店街であることが多く、「街区通り」と定

義する。更に、個々の住宅のアプローチを主な役割とす

る街路として、行き止まりから街区通りの分岐までを

「袋小路」と定義する。公の空間から私の空間へと至る

階層的構成であり、各階層毎に、起点・終点の建物、沿

道の利用状況や幅員等、様々な相違があると考えられる。

このような簡潔な定義に基づいて、2004年3月、観察

や聞き取りによる踏査調査を行った。踏査は旧市街全体

について行ったが、本節では主要通りの例としてタラ

ー・セギーラ、街区通りの例としてゲルニーズ通り、袋

小路の例としてゲルニーズ街区の袋小路を採り上げ、街

路網の階層的な空間構成を実態的に記述する(表1)。

【主要通りタラー・セギーラ〕タラー・セギーラは、

左岸西端のブー・ジュルード門から、カラウィーン・モ

スクへとほぼ直接に接続する。沿道には、多くの寄宿学

生を受け入れていたブー・イナニア・マドラサ(神学校)、

精神病院シディ・フレジが存在し、聖廟ムーレイ・イド

リスとも近接する。全体として歴史的建築が多く占める。

また、革製品、香辛料、染料等の各種スーク(専門市場)、

キサリーア(同業者組合)が存在する注5)。更に、ネジャ

リーン・フンドゥク等、馬やロバを用いた交易に不可欠

であったフンドゥク(隊商宿)と近接する。

基本的に商店街であり人通りも最も多い。動物交通は

今日でも健在であり、荷物を満載した馬が最大の輸送手

段である。幅員も旧市街最大で、広い箇所は6、7mに

達する。これは荷物を満載したラクダ2頭がすれ違える

ことを基準に設定されてきたという説もある湘。主要通

りは商業と学問が隆盛した公の空間であった。

【街区通りゲルニーズ通り】タラー・セギーラの南側

の一角は、歴史的街区であるゲルニーズ街区が存在する。

街区面積約15ヘクタールのうち、8割以上を住宅が占

め、人口は現在約4,000人といわれる。街区通りは、タ

ラー・セギーラから分岐し、街区名に因んでゲルニーズ

通りと呼称されている。

ゲルニーズ通りの入口付近には、5、6階まで中層化

した住宅が、大規模なサーバートを構成している。大掛

かりなサーバートの形成は、主要通りにおいては見られ

ない特徴である。通りの中心には、近隣モスク注7)である

ゲルニーズ・モスクが存在する。小規模で、礼拝室は2

階のサーバートを利用している。周辺は小規模商店街と

なっており、モロッコに典型的な雑貨店や八百屋、お菓

子屋などが存在する。街区通りの商店街は、主要通りの

スークとは対照的に日用品が扱われている。いくつかの

店舗はハブース店舗であり、売り上げの一部を付近のモ

スク等宗教施設に寄進している。通りに複数存在するパ

ン工房は、製造・直売だけでなく、近隣家庭から持ち込

まれるパン生地の焼き上げをも担っている。全ての店

に対する聞き取りの結果、大部分の客がこの街区の住人

であるという。街区通りには、日常生活に関わる施設や

商店が見出され、付近の住民に利用されている。

【袋小路】袋小路は幅員1mに満たない場合も多く、通

りに面しているのは住宅の入口だけである。いわゆる通

過交通がないため人通りは殆ど住民だけであり、半私的

な空間といえる。住宅入口は家族と外来者をノックの音

で区別する仕組みを持った木戸で、ファティマの手と呼

ばれる魔よけが施されている。プライバシー確保のため、

入口が相互に正面することはなく、また殆どの窓は2m

程度の高さに設置されている。更に、扉を開けている場

合でも、入口はスキーファと呼ばれる玄関を持つクラン
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ク式で、内部の様子は伺えない。歴史的には、住宅の入

口が視界に入る形で店舗を設置してはいけないという

決まりが存在し、それが住宅と商店を混在させなかった

要因の一つと考えられている。このように、袋小路には

プライバシー確保のための多彩な工夫が見られる。
表1:主要通り・街区通り・袋小路の各例

1}

2.4小キ舌

街路網は階層的な空間構成をとっており、旧市街の生

活を支える存在といえる。後述のように、旧市街の空間

整備は街路網と近代型道路との整合化が課題であるが、

「公私の分離」はそのための視点として提示できよう。
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2.3中庭型住宅の意味

「公私の分離」の末端にある住宅の特徴は、中庭形式

の採用である。大小問わず、旧市街の多くの住宅は中庭

を持っ。高密で薄暗くなりがちな旧市街には、いわゆる

広場は多くない。しかし、一度住宅に入ると装飾され、

手入れも行き届いた明るい中庭が開けている。高密居住

を各戸に設置された中庭で支えているのである。

図1はゲルニーズ街区の一軒の住宅を示している。街

区通りデルマニ通りから、袋小路デルブ・ネジャリーン

が分岐する角に立地している。一般に、階層が異なる複

数の街路に接している住宅は、より下位の階層の街路に

入口を設ける傾向があることが指摘されており鵬、図1

はこれに該当する事例である。一方、店舗はより上位の

街路に対して開店する傾向がある。

住宅外側が煤けたまま放置されている一方、内部は豪

華に装飾されている。また、住宅平面は不整形である場

合も多いが、中庭は必ず整った正方形ないし長方形で形

成されている。まず中庭が存在し、周囲の居室は敷地の

残りを利用して形成される、地と図の逆転とも考えられ

る。居住空間を拡張する際には、中庭を確保した上で、

街路側への張り出し(サーバート)によって対応する習

慣も、私の空間の優先的な確保の現れと考えられる。

齢一し配…

・星覧・鷺{目

韓:些蟹撹竺

図1:中庭式住宅の意味出典・文献2v・12pl63を基に加筆

3.過密化のプロセスと保全再生政策の要諦

3.1構造的都市問題

そもそも、旧市街の過密化や老朽化といった都市問題

とはいかなるものなのだろうか。モロッコの諸都市は、

20世紀半ばより未曾有の人口増加を経験した。19世紀

まで、フェスの人口は8万人から10万人の間で安定し

ていたと言われる。保護領時代のダヒール・ベルベルに

端を発する農地改革・部族解体が、多くの人々の離村と

都市流入を促し、保護領時代末期の1949年にはフェス

のモロッコ人人口は17万人に達した。一方、旧都フェ

スのエリート・富裕層は、ラバト遷都(1912年)時に転

出湘していき、歴史的な秩序の担い手が減少していった。

独立以後は新市街(旧植民都市)や郊外地へと分散居

住する形態となったが、総人口は依然として増加を続け、

1960年に216,200人、1971年に322,800人、1982年に

は484,154人を記録した(表2)。10年刻みで50%に近

い人口の増加は激増であり、旧市街のみならず、市域全

体の流動を促す構造的な都市問題へと発展した。

離村者の主な出身地は、北方のリブ山脈地方、アトラ

ス山脈、及びアトラス以南のオアシス地帯タフィラルト

である。また、離村と都市流入の理由としては、収入不

足と雇用への

期待をあげる

人が半数以上

である7111°)。82

年には、旧市街

居住家長の半

数は、農耕・牧

畜を生業とし、

都市的生活・労

働の経験も乏

しい人々に占

められた(表3)。

3.2旧市街の過密化

表2:独立後の人口発展

    調査年196019711982

    旧市街156,900196,500169,726
    新市街38,10067,20094,669
    郊外地21,20059,100115,590
    その他104,169

    3地区合計216,200322,800484,154

    増加数(期間増加率)106,600(49.3%)161β54(499%)
    流民増数8,00035,75056,520

    自然増数70β50104,834
出典:文献3、4及び5を元に作成

表3:旧市街居住家長の出身地
    フエス他都市地方

    1971年40%3.6%56.4%

    1982年47.2%8.5%44.3%

出典文献5

19世紀まで、旧市街内における歴史的住宅地は、城門

内壁の際まで至っていなかった。城壁と住宅地の緩衝地

帯には果樹園や緑地、墓地が存在していた。離村農民は

この緑地をスクオッター的に占拠・宅地化し、現在は新

伝統型住宅地と呼称されている。新伝統型住宅地は、歴

史的住宅地が長期間かけて増改築されてきたことに比

較して、20世紀に非常に短期間に形成され、特に緑地帯

の割合の大きかった右岸に広く拡大した(図2)。
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築であった。しかし、出典文献6t°mel'P'147を基に加筆
都市的生活の経験の乏しい離村者のスクオッター的入

居によって、中庭を囲む個々の部屋は、それぞれが一つ

の家族のために利用される形となり、中庭に面する戸口

をカーテンやシートで覆う形で細分化が進んだ。

1971年以降、旧市街人口はやや減少傾向にある。この

時期に人口が減少したのは旧市街のみで、周辺各地区の

人口は軒並み増加している。郊外地の整備や新市街の拡

張等、過密化に苦しむ住民の受け皿が整備されてきたた

めと考えられる。それでも、保護領以前の人口に比べれ

ば、旧市街がなお過密状態にあることは確かである。ま

た、長年続いたエリート・富裕層の転出/離村者の流入

の結果、1982年に至って旧市街居住者の半数近くが農…村

出身者で占められた。歴史的な空間の利用のあり方が希

薄化していくことも考えられる。旧市街の課題は、過密

化にいかに対処し、歴史的な空間や利用形態、その維

持・管理の仕組みを再生し存続させていくかにある。

3.3旧市街の保全再生政策

旧市街は1981年に世界遺産に指定され、ユネスコや

世界銀行といった各種国際機関による調査、都市計画策

定支援が多く実施されてきた。92年公開の第1次5ヶ年

計画は、これまでで最も大きな成果であり、改訂版の未

だ見られない今日において唯…の計画図書である注ID。
中でも、旧市街北部の「アイン・アズリトゥン及びズー

ン川地区」(43ha:人口21,000人漉))を対象とした詳

細計画P.A.(P]and'Am6nagement)の計画提案(Esquisse

d'Am6nagement)は、近代型道路の導入と沿道の空間整備

を主な内容とした。計画目的として、新道路によって既

存の2本の主要通り「タラー・ケビープ」、「タラー・セ

ギーラ」の混雑を緩和すること、また、防災・救助活動、

またゴミ収集を効率化することが掲げられた。更に、城

壁外の郊外地アイン・カドゥス地区、バスターミナルの

あるモクタ地区との接続強化も狙いとされた。旧市街に

風穴を開けるともに、他地区との接続も目指されている。

空間整備の具体的な内容として、小売店の誘致、集合

住宅の導入の他、短期的には保健・医療系施設の拡充、

長期的には文化施設とサービスの拡充が掲げられた。更

に、他にもいくつかのサイトで近代型道路を中心とする

同様の空間整備を実施する方針が示されている。現実に

16万人の居住する旧市街を、より実用的に改善すること

が今日の保全再生政策の理念であるといえる。

3,4近代型道路の設計・運営方針と実施の課題

計画提案では、中心となる近代型道路の設計・運営方

針も明示されている1臓。

1)街路網との整合化…道路が一部区間で歴史的住宅地

域を経由する等、街路網に与える影響は大きい。対応策

として、まず道路線は歴史的住宅地を避け、倒壊した家

屋又は暗渠化した箇所を通る。駐車場は出来るだけ城壁

寄りに配置し、利用規則を厳格にする。また道路の運営

方針として、一義的には「第3タラー」と呼称される旧

市街内の商店街と位置づけ、日中の一定時間のみ緊急自

動車、一部サービス車を通行可能とする。

2)収用と補償…住宅の収用は道路建設には不可欠であ

る。複雑に絡み合う所有権、「壁の共有」といった旧市

街独自の状況は事業を困難とする。収用や住宅の改修に

よって、旧市街外へ立ち退きを余儀なくされる家族の出

現も予想された。これに対する補償として、郊外地に計

7ha程度の宅地開発を行ない移転推奨する、また改修の

ための補償金又は住宅ローンを準備する、等としている。

このように、提案においては道路を建設するに際して

の問題点と解決策が一通り明示されており、それは政策

として評価できる。その上で、街路網の階層的な構成を

いかに保持していくのか、また、歴史的建築の計画的な

再生のみならず、民問による世俗建築や住宅の自然発生

的な転用も、現実には重要な空間形成の力となるのでは

ないか、といった点になお課題があるものと考えられる。

3.5小手舌

近代型道路の導入の背景には、未曾有の過密化と市域

全体の流動化がある。2004年8.月現在、歴史的建築の再

生事業等は進捗が見られるものの、道路建設は一部駐車

場の整備等が確認されるに留まり本格的な収用・拡幅の

実現には至っておらず、事業は停滞している。旧市街に

おける近代道路のあり方をここで再考し、より望ましい

保全再生のあり方を提案していく可能性が考えられる。

4.ルセーフ道路の空間的特質

本章では、旧市街において既に完成された近代型道路

の特質と課題を明らかにする11[4)。1970年に建設された
ルセーフ道路(967.5m)は、旧市街中心を流れるフェ

ス川を暗渠化する形で導入された近代型道路の先駆的

事例である。計画目的は、フェス川の悪臭の解決、過密

化対策、更に新旧市街の接続強化にあった。道路線は、

それまで新市街の形成手段であった街路線制度を詳細

計画として旧市街に適用して計画され、沿道住宅100件

余りを収用して実現された。街路線は均質な空間形成の

手段とはならず、むしろ旧市街独自の建物・敷地形状に

大きく影響され不整形だが独特な道路ファサード形成

に結果した。道路に面する形となる建物の正面処理、不

一ll6一 {主宅泉徐合イリiヲ旨具づ【下j11Ufi;.,丁巳1、命文雪毛No.31,2004イ1三片反
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図3ルセーフ広場周辺鳥轍写真出典文献15P112

規則なファサードの利用のあり方が、旧市街の中の近代

型道路という特殊空間の形成・維持の課題と考えられる。

41近代型道路空間の利用状況

近代型道路としてのルセーフ道路はほぼ計画図通り

に実現されている(図3)。街路線は概ね守られており、

その結果所々で生じた道路のふくらみ部分は、車道の延

長としては駐車場として整備されている場合が多い。逆

に歩道が広く取られている箇所は、オープン・カフェや

露店スペースとしての利用が見られる。ルセーフ広場に

はロータリーを中心に、市内バス・タクシー乗り場や一

般駐車場が配置されている。新市街や郊外地から旧市街

に通勤している公共交通の利用客が集中する一方で、ト

ラック等から馬やロバ等の動物交通への積荷の積み替

えも見られ、物流拠点としても機能する混沌とした空間

であるが、86年建造

に整備されたルセーフ道路の近代空間は、旧市街の中心

にあって人とモノの出入口として機能するとともに、開

放的なコミュニケーションの場でもある。

42新規施設による道路空間形成

収用地所の多くは住宅であって、道路用地が確保され

ても沿道はそれら住宅の切断面からなる、いわばファサ

ードのない空間であった。ルセーフ道路の空間形成は、

実際に道路として整備されていき、沿道に新たな施設が

投入されることで漸進的に進んできたものと考えられ

る。新たな施設には、建物を新設した場合と、既存住宅

を建物正面の補修等の上で転換した場合が見られる。

新設の施設は、銀行・映画館・行政関連(警察署、電

気・水道局等)の公共施設である。中庭を持たず、自動

車道路に正面を面する一般的な形となり、近代型道路の

景観を形成している。公共施設の新設はルセーフ道路を

近代型道路空間として形成している。

43沿道住宅の店舗転用一カフェを事例に一

一方、転用による場合、不規則なファサードの処理・

利用状況に道路の特徴が現れる。既存建物によるファサ

ードは、放置されているものもあるが、今日では建物正

面の改修によって、例えば一般住宅の一階を店舗に改装

するなどの形で道路に面した利用形態をとっている。

事例としては、建物正面の改修と用途転換によるオー

プン店舗形式を採用したカフェが存在している。オープ

表4不規則ファサードの処理と利用状況一力フェを事例に一出典は文献11plll

のルセーフ門が旧市

街地と広場空間を境

界づけている。また、

旧市街内においては

稀有な広さを持っベ

ルデラ公園は、レスト

ラン、映画館、ハンマ

ム(公衆浴場)、マド

ラサ(神学校)、等、

3～4階建ての施設

に囲まれた公共空間

といえるが、西欧的広

場に特徴的な凝った

ファサードが工夫さ

れた形跡はない。男性

中心のコミュニケー

ション、子供の遊びの

他、夕方には女性中心

の憩いの場として利

用され、男女の厳密な

住み分けの伝統から

は逸脱している。道路

と広場、公園が一体的
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路よりなされた。店主によれば、99年
に床屋であった店舗を購入してカフ
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を開き、96年頃店舗の一部をカフェに
改装した。カフェ部分は本来は中庭的
に抜けた空間だった可能性も考えら
れるが現在は2階がテラスとなって
いる。立地と複雑なプランから相当古
い住宅と考えられるが、ファサードは
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街路線で保護されていたにも関わら
ず現在は倒壊し完全な空地となって
いる。従前のアクセスは背面からなさ
れていた。隣接する正面左側の建物フ
ァサードは放置されているが、この建
物のファサード全体はモルタルで補
修されており、更にカフェ部分は馬蹄
型㈹の入ロと窓が設けられ、装飾壁で
仕上げられている。前2例と比較して
歩道が極めて狭くlm程度の幅しかな
いが、テープルは4程度。
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ン・カフェとは、保護領時代以来、新市街における(街

路線によって整備された)道路空間において多く建てら

れてきた店舗形式である。屋内型のカフェを基本とする

旧市街の細街路上では、不可能な形式であり、近代型道

路の歩道を利用することで成り立つ独自の形態である。

カフェの事例(表4)からは、家主等の判断に基づく

自然発生的な改装の実態が明らかとなる。カフェ部分は

建物本体の一部の活用で済ませている点、従前のアクセ

スとは別に建物正面を形成し、いわば表と裏が入れ替わ

っている点、そのためにモルタルや装飾壁による正面の

補修・装飾が見られる点、等が指摘できる。

4.4袋小路の接続状況と街路網の変容

歴史的街路がルセーフ道路に接続・開口している箇所

は沿道に28箇所見られた(図4)。住宅中心の細街路が

近代型道路に接続した場合、その「私の空問」としての

住環境が損なわれる、という変容である。道路用地は以

前は川であって、元々橋で繋がれていた街路も存在する

が、他の多くの街路は道路が通されることで開かれ、接

合するケースが殆どである。収用されなかった建物は、

元々歴史的街路網によってアクセスされていた。これら

は元来、袋小路であったか、川べりでやはり行き止まり

になっていた街路であって、いずれも,.野,騰謙

住宅中心の「私の空間」を構成してい1麹∵
た。自動軸路との直接接続によって、1
歩行者といえども通過交通の侵入が

なされれば、「私の空間」の存続に関蒸
わることとなる。一部では開口部が日購澄

干し煉瓦等によって閉鎖され、「私の

空間」を保持している箇所も見られた。

 畷…

麟

図4,接続開ゴ
の例(主要通り)

一方、近代型道路の街路網への影響として、街路網全

体レベルでの変容を指摘できる。両岸の往来のためには、

主要通りを経て中心部の橋を通過しなくてはならなか

ったものが、接続した街路のいずれからでも可能となり、

歴史的に形成されてきた主要通りの役割が相対的に低

くなる、という変容である。「公の空間」たる主要通り

は、都市の公共施設が配置され、また商店街の形成を伴

うもので、例えばルセーフ道路沿いに残っているルセー

フ通りはその好例である。旧市街の活力は今日でも、主

要通りに依拠しているものと考えられるが、その衰退は

旧市街の秩序の喪失に繋がるものと考えられる。

4.5/1、手舌

旧市街独自の、不規則な街路線により形成されるルセ

ーフ道路のファサードは、従前の土地利用状況により多

様で、利用状況も異なるが、表と裏の入れ替わりを軸と

した転換・改修が良く見られる。一方、街路網の階層的

構造の変容と喪失も認められ、安易な近代型道路の導入

が歴史的環境を破壊する点も指摘できる。

不整形なファサードの形成や利用状況には、均質な近

代空間に収束しえない、いわば旧市街的な要因が現れて

いる。今後も継続される他サイトの街路拡幅事業や再開

発等に際しては、それを活かし、袋小路は道路には原則

接続させない、接続させる場合は開口部に建物を挿入す

る、あるいは増築する等によって意図的に閉鎖するなど、

街路網との兼ね合いを考えたプラン作りや、制度的支援

を盛り込むこと等が考えられる。

5.建物レベルにおける空間の変容

近代型道路の導入を中心とする空間整備は、周辺建物

のあり方の変容をももたらす。5ヵ年計画においては、

公の空間に対応するのは歴史的建築物の再生であり、私

の空間に対応するのが過密化した住宅の改修である。本

章では建物の種類別の再生指針を得るために、5ヵ年計

画により進行中の再生事業、及び、公的計画と直接関係

のない、民間による邸宅の店舗転用の実態を分析する。

5.1歴史的建築物の再生

5ヵ年計画では、歴史的建築部門が担当する事業とし

て、マドラサ4件、邸宅2件、フンドゥク1件の再生計

画が提示されている(表5及び6)。今日でも聖職者志望

の学生の寄宿舎として機能しているマドラサを中心に、

保護領時代より文化財指定を受けたものばかりである。

プランを見ると、いずれも歴史的な中庭形式を継承しな

がら、中庭を囲む部屋が、展示場、劇場、会議室といっ

た、新しく現代的な用途に変更されている。

表5:5ヵ年計画の歴史的建築再生プラン2004年現在未実施分

     名称創建所有現在の利用形態転換用途
     M,アッタリーン1323ハブースマドラサ(公開)研究者寮

     M.セファリーン1271ハブースマドラサ(非公開)(記載なし)
     M.シェラティン1670ハブースマドラサ(非公開)保全センター

     バトハ邸1906文化省歴史美術館歴史美術館
     アデイール邸18C旧文化財音楽学校文化センター

出典文献6pp.777-928の記述と現況調査を基に作成

既に修復事業が完了したマドラサ・ブ・イナニアとフ

ンドゥク・ネジャリv-一一一ンの実態調査(表6)から、再生

による空間的変容の特質と課題を指摘できる。

歴史的建築の多くは公共施設であり、主要通りに立地

し「公の空間」としての特質をもたらしていた。再生さ

れた歴史的建築は、建物そのものが歴史や文化を象徴し

ながらも、機能としても現代的な公共施設として再利用

されていく。商業活動や学問、礼拝を意味していた「公」

は、フェスに縁のあるなしに関わらず、一般の住民とし

て地域活動に携わっていく「公共」へと変容すると言え

るのではないだろうか。これは地方出身者の歴史意識の

醸成や、外国人観光客の体験的な文化認識を通して、都

市の文化に活力を与えていくことが期待される。

一方課題として、マドラサにおける礼拝機能など、残

っている歴史的機能との複合や、伝統的工法と近代工

法・設備の競合、周辺の空間利用との整合などが考えら

れる。より広い事業の展開と手法の蓄積が必要である。
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表6:再生が完了した歴史的建築出典:文献6pp.777-928付図に加筆

F.ネジャリーン1711年創建隊商宿ハブース/私有
建物本体とあわせて、広場とスークが整備される

ネジャリーン・フンドゥク本体
　で　まれたなは　　　　

髄9・,鎖1　↑
至ムーレイ

イドリス

【歴史的意味】元来は、1階が隊商のための厩舎、卸売りの場、
2階以上は宿として利用された。現在に至るまで断続的に修復
を受け、木工品及び交易品博物館へ転換を目指した修復が以前
から開始されていた。1916年1月28日文化財指定。
【再生の理念】木工品の博物館というコンセプトは、周辺が木
工品のスークだったことに由来する。再生事業はADERの強力な
リーダーシップの元で進められ、現在、博物館として一般に開
放されている。全体として、博物館を中心に、周辺の木工品関
連の空間利用を強調し、伝統工芸として発信していく空間理念
を確認することができよう。
【技術的課題】地階+3階に達しており、木製の梁や桁が脆弱化
して危険な状態にあり、構造対策が中心となった。これには伝
統的な木材による構造材とともに、一部鉄筋コンクリートが用
いられている。更に展示スペース確保のため、小部屋を統合し
中庭の柱を削減した。漆喰や木壁の彫刻の補修によって仕上げ
ており、外観は歴史を象徴しているものの、プランとしても構
造としても修正が避けられなかった。

M.ブ・イナニァ1355年創建神学校 ハブース
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【歴史的意味】元来は、中庭に面して設けられた2つの講義室
で講義が行われ、上階は各地からの留学生の寄宿舎が多く設け
られていた。礼拝室の付設もマドラサの一般的な特徴であり、
90年の着工による閉鎖まで、金曜モスクとして機能していた。
また、主要通り"タラー・ケビープ"に跨っており、通りに面
する外壁にはフェスで唯一の水時計跡が残存するなど、記念碑
的価値が高い。1915年2A20日文化財指定。
【再生の理念〕学生や一般研究者の寄宿舎として、本来の用途
に近い形で再生することが提案されている。また、このマドラ
サは建設時からハブース店舗が付設されている点に独自性があ
る。店舗からの上がりをモスクの電気・水道代等に当てて維持
管理する方法は、歴史的に旧市街を持続可能としてきた仕組で
あり、プラン的にも現状のまま再生して継承する。2004年8月
現在、メセナ方式による修復はほぼ完了し、開館準備中である。
【技術的課題】より広く一般公開される場合は、宗教施設とし
ての機能といかに両立させるかが課題となろう。一方、水時計
は往時のフェスの技術水準を示す遺産であるが、稼動の仕組み
に関する史料は散逸しており、現在その仕組みを知る手がかり
はなく、再現は困難である。

5.2一般住宅の変容

D調査概要

5ヵ年計画の住宅修復事業では、「アイン・アズリト

ゥン及びズーン川地区」を対象に1991年に悉皆調査が

実施された。集合住宅化を見据えた整備を住民参加によ

り実現する、また、複雑な所有権を整理するための法的

根拠を確立する、といったことが課題とされた注15)。本

節では、そこで公開された20件のうち中庭形式の16件

に対する追跡調査を行い、居住形態・物的形態・中庭利

用形態から事業下の経年変化と課題をまとめる(表7)。

2004年8月現在、居住者は91年の時点より減少して

いることが確認された。家族数では16件中10件で、居

住者数では同9件で減少している。16件の全体で見ると

総家族数が30%減、総居住者数が38.5%減である。こ

れは、旧市街全体の人口が80年代以降減少しているこ

とに対応していよう。背景には、過密化を嫌っての郊外

地等への自発的転出や、移転の推奨等の過密化緩和政策

があるものと考えられる。それでも、過密化が完全に解

決されているとは言い難い。また、歴史的には、大きな

住宅では親族らと拡大家族を形成して居住する形態で

あったと言われるが、今回の調査では各家族は相互に血

縁関係にない場合が半数以上を占めた。「私の空間」に

対する意識は変化しているものと考えられる。

2)住宅の物的・機能的変容

16件は、いずれも過密化・老朽化が報告された住宅で

ある。住宅の細分化の結果、各部屋をしきるビニールシ

ートの設置、窓の埋め込み、更に甚だしい場合には壁そ

のものの増築、といったような、建物の物理的改変に至

る(図5)。居住形態が住宅本来の空間構成に沿わなくな

ったにもかかわらず、家族ごとのプライバシー確保の習

慣が依然として存在するために起きる現象であり、公私

分離の原則がいわば超過して粗雑に顕在化してしまう

のである。しかし、これは中庭に対す

る張り出しであり、中庭空間の優位性

の喪失と位置づけられる。また、事例

⑯は、旧市街では珍しい前庭方式の果

樹園を持っていたが、92年に自費・

家長自らの施工により果樹園をつぶ

し2階建て住居を増築した。旧市街に

おいて緑地が喪失される一つの様相

と位置づけられる。

鱗
ly誹Ll
鍵一1
図5:柱廊の居室
化(事例①)

一方、建物の機能の変容も見られる。事例⑭は、91

年時点では6家族32人居住の住宅で、建物の状態も「悪

い」と報告されていた。今回の調査で、建物全体が10

名程の職人が働く工房(木工品及び皮革)へと転用され

ていることが確認された。また、事例⑬、⑮、⑯は中庭

が工房として利用されており、住宅機能はかろうじて残

されている状態であった。
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表7:一般住宅の変容(文献6pp.311-429付図を文献16都市地図にプロットし、加筆修正)

竈:  醗e  醗・ ` 臨。・

日IN:2,2
殉階数:2
拶居室:335

中庭二25

A:袋小路B:共同所有C:鉄網
・増築による細分化が目立つ。黒太線部
が柱廊を居室化した壁

簸呂・:

間口:1.5

階数:2
居室:165

中庭:16

A袋小路B:共同所有C:そのまま
・ホールとリビングが融合、5ヵ年計画の
収用対象に選定

間口:13.5
階数:2
居室:103

A:袋小路B:私的所有C:鉄網
・11人居住だがトイレが一つしかない点
が不満

 ㊤◎

露騰

昌

/

!盆・

間口:7
階数:1
居室:54

中庭:7

A:街区B:ハブースC;そのまま
・母子家庭が集住、老朽化激しく5ヵ年
計画で収用対象

⑩8。

間口:19
階数:2
居室:117
中庭:4

A:袋小路B:共同所有C:そのまま
・台所はにわか作り等、設備に不満

間口:4.5

階数:2
居室:166
中庭:22 ＼

ゆ

A:袋小路B:共同所有C:透明ルーフ
・最近になり隣家が工房となり騒音に悩
まされる(私の空間の希薄化)

 鵬e

間口:16.5
階数:2
居室:103
中庭:14.5

A:袋小路B:私的所有C:鉄網
・入口付近にて、老朽化したサーバート
の破片が落下し子供が怪我

 ②・

間口:拍

階数:2
居室:113
中庭:6

rし
ー

-」

A:街区B:共同所有C:そのまま
・2階ギャラリーの一角をにわか台所に

閻ロ:16.5

階数:2
居室:76
中庭;3

闘口:8.5

階数:2
居室:134
中庭:20

間口:22

階数:2
居室:128
中庭:20

間ロ:20

階数:3
居室:170
中庭:11.5

一♂ノー"'「
e'F一㍉

A:主要/袋小路B:共同所有C:鉄網
・2階だけの低層で雨が吹き込む

面::e

間ロ:14.5

階数:2
居室:232
中庭:15

e=

A:街区/袋B:私的所有C:透明ルーフ
・大きな不満なく生活

竈嚇

間ロ:29
階数:2
居室:200
申庭:45

A:街区/街区B:共同所有C:透明ルーフ
・Ol年に私費修復(40,000Dh)。状態良、
ただし毎年メンテ不可欠。

 騒・

間ロ;24

階数3
居室:104
中庭:14

A:主要/街区B:共同所有C:鉄網
・修復の方法もわからないし、お金もな
い

 囮。

閲口:2

階数:3
居室:230
中庭:25

 eコ

A:袋小路B:共同所有C:そのまま
・居住及び一部工房化(皮革及び羊毛)

A:袋小路B:共同所有C:鉄網
・完全工房化(木工品・皮革)、男女工7
人が通勤黒太線は窓の埋め込み

A:街区B:共同所有C:鉄網
・一部工房化(木工品)老朽化の進展

A:街区B:私的所有C:そのまま
・南側の果樹園をつぶし家長の施工で増
築。増築部はリビング/透明ルーフ。

凡例 畠誓禦説痛線卸)誕黎職鵜篇)(贈需⑨
A=立地階層

階数…階の数(地階を1階とする)中庭…中庭面積(単位:㎡)B=所有形態

010m
一 蘇住宅入・

C溜騨錬プ勾醐
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3)中庭の利用形態の変容

中庭の利用形態は多様であるが、観察によって、大き

く共用ホール型、リビング型、工房型に分類した(表8)。

共用ホール型は、中庭を囲む各部屋が居室であり、中庭

は屋外として認識されている。多家族・多人数居住の事

例①を始め6例見られた。据え付けられた家具は殆ど存

在せず、掃除・洗濯関連用具等が置かれ、屋根は防災用

の鉄網をかけている程度である。食事時には、携帯コン

ロ、ガスボンベをその都度持ち出して、簡易炊事場とし

て利用する。二事例⑤、⑥は老朽化が激しく5ヵ年計画で

は収用・取り壊しの対象であった。

一方、リビング型は、中庭が居室化されたものである。

ソファやテーブル、テレビ等の生活のための家具が恒常

的に設置され、いわゆるリビングルームとして利用され

ている。家族数1～2の少家族居住の住宅に多く見られ

たが、多家族居住ではリビングの共有が難しいものと考

えられる。リビング型は、集合住宅型に対して私邸型と

位置づけられる。事例⑦、⑪の中庭は、屋根の設置によ

って完全に居室化しており家具も充実している。

工房型は、伝統工芸やクリーニング等の工房として使

われており、作業台や物干しによって占められている。

中庭が住宅の一部として機能しているとはいえない。

表8:中庭の利用形態3例
欝購幽・

騨綴騰、
ホール型(事例③)

驚1麟
リビング型(事例⑪)工房型(事例⑬)

4)再生に向けた課題

住宅の過密化は、旧市街人口を削減すれば解決に向か

うとも考えられるが容易ではない。ホール型では、台所

やトイレ等の不十分さに対する不満の声が良く聞かれ

た。過密化の実態を踏まえれば、集合住宅化の方針は根

拠があると考えられるが、設備面での拡充が不可欠であ

る。また、リビング型において透明ルーフを用いている

例が3件確認された。屋根の利用が見られるようになっ

たのは20世紀以降ではないかと考えられ、その意味で

新しい中庭のあり方として注目されるが、屋根や空調等、

居室化のための独自の設備が必要となる。中庭の屋根に

ついては、そのまま利用しているものが6件見られた。

落下や侵入者の恐れがあるなど防災上も問題がある。ま

た吹き晒しであるため装飾の痛みも激しい。かつて中庭

は、私の空間の追求であると同時に、天然の気候調整機

能を生かした歴史の知恵の現れでもあった。その空間を

継承するには設備面の拡充が不可欠である。

5.3民間による邸宅の店舗転用

D調査概要

上述した公的機関主導による計画的な再生事業に対

し、民間による邸宅の店舗転用が自然発生的になされて

おり重要と考えられる。旧市街には、エリート・富裕層

が居住した一般住宅より大きめの邸宅が存在する。転用

店舗とは、歴史的な店舗とは異なり、こうした邸宅の歴

史的な外観・内装を継承しながら近代的な設備を整えた

観光向け店舗である。民間の歴史的建築である邸宅が、

趨勢として、どのような経緯、内容で転用されているの

かを考察するために、2004年3月、店舗の種類、実施時

期、プラン、立地に関する実測・聞き取り調査を実施し

た。邸宅を転用した店舗は旧市街に数多いが、調査対象

としてホテル、レストラン、みやげ物、絨毯屋の4種の

店舗から代表的なもの12件を取り上げた(表9)。

2)転用の経緯と内容、実施

【転用の経緯〕転用される邸宅は、14世紀に起源を持っ

ものから20世紀半ばに建設されたものまで様々である。

事例2は裁判官でありカラウィーン大学で教鞭もとった

アバディ氏(SidiMohammedElAbbadi)が1915年

に自邸として建て、現経営者である孫の代に転用した。

事例6、10、12は邸宅の元の所有者が死去、あるいは

新市街やラバトに転出した際に、現所有者が購i入し転

用した。現所有者は全員がモロッコ人で、多くがフェ

スの商人の家系出身で、名家出身者も多い。

【改修の実態】内容面を見ると、中庭がそのまま利用

されている例は見られず、風雨を防ぐ簡易透明ルーフ

を架けているか、装飾天井で完全に閉鎖している。前

者の例としてはラウンジとして利用されている事例1、

3、及び全ての絨毯屋、後者は全てのレストランが該当

する。歴史的要素では、噴水や水場、伝統的な装飾(タ

イル、木工細工、彫刻、漆喰等)を補修して継承して

いる他、事例2では由緒ある図書室を公開している。

一方、近代的要素としては、空調、電気・水道など設

備面の充実が特徴的である。空調のために、中庭ばか

りでなく天井のガラスブロックが導入されている場合

もあり、これは中庭本来の天然の空調よりも近代的空

調を評価したものと位置づけられる。また、ガラス扉

やRC、ステンドグラスの採用等、西欧的要素も若干見

られる。屋内プラン変更は市の建築行政課の許可申請

を要するが、全体として改修は多様・自由になされて

表9:調査対象の概要

       No店舗名称店舗種別実施年中庭処理店主住所立地階層

       ①リアド・フェスホテル1999透明ルーフ新市街袋小路
       ②メソン・ブルーホテル20C後半屋根新市街広場

       ③ガリア邸ホテル20G半ば透明ルーフ郊外地街区通り
       ④パレ・ド・フェスレストラン1994屋根新市街広場

       ⑤アル・ファシアレストラン20C後半屋根新市街街区通り
       ⑥プアニブラレストラン1998尉艮旧市街主要通り
       ⑦サアタ邸レストラン1984屋根新市街主要通り
       ⑧骨董ギャラリーみやげ物1984屋根新市街街区通り
       ⑨アンチソムトみやげ物1954屋恨新市街街区通り

       ⑩カラウィーン邸絨毯屋1944透明ルーフ新市街1一要通り
       ⑪バヒー一ア絨毯屋1958遡ルレーフ新市街袋小路

       ⑫メルベイユ絨毯絨毯屋1990透明ルーフラハト袋小路
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いる。一方、旧市街の建物は景観規制の対象であり外

観を大きく変更している例は見られない。屋上は、歴

史的には女性の憩い・家事の場であったが、旧市街を

眺望する屋上レストラン・カフェとされる場合が多い。

【設計・施工渥所有者自ら設計に当たる場合も多く、

中でも事例1、4の所有者はフランスの建築・景観学校

出身で建築を職能としている。装飾補修では地元の職

人が当たる。事例12ではUNESCOの建築家の派遣を

受け、2ヶ月聞で大小2つの中庭の漆喰修復を受けた。
【費用】転用に関する費用は殆ど全て自費で賄われてお

り、公的機関の補助金等は存在しないという。唯一の例
外は、中庭の漆喰補修復を受けた事例12であった。

【店舗経営】こうした邸宅は、既に大型家族のための住

居機能は失っており、殆どの所有者が新市街等、旧市街
以外の地区に居住している。また、スタッフは月払い等

の雇用人で、所有者と友人関係である場合はあっても血

縁関係はない。唯一、事例6の所有者は旧市街で他にも
店舗を営む観光業者で、スタッフに家族が含まれていた。

3)店舗転用と街路網の変容

転用によって、街路のあり方も変容してくることが考

えられる。袋小路の事例1(図6)では、ホテルである
ことに加え、ラウンジにおける定例コンサートや舞踊を

催しており、公的性格が強い建物となっている。袋小路
は多くの外来者が訪れる空間となったのである。また事

例10は主要通りと袋小路の分岐点に立地し、主要通り

には数件の小型店舗を開き、袋小路に対して住宅の入口

を開くという歴史的な構成をとっていたが、転用後に主
要通り側に絨毯屋入口を設置し、袋小路の入口は閉鎖し

た。転用により

街路の階層的な

空間構成は変容

図6:袋小路の高級ホテル2004年3月実瀾

1凸
図7:広場の高級ホテル2004年3月案測

している。

転用店舗に独

特の不変性も見

られる。事例10

の場合、新設さ

れた絨毯屋入口

は扉一つ分の、

旧市街の住宅に

一般的に見られ

る小さなもので

ある。また、事

例2(図7)、4

は広場に正面す

るものの凝った

ファサードを形

成した形跡はな

く、本来のもの

と思われる入口をそのまま利用している。既述のように、

ルセーフ道路の一般向け店舗は、カフェがオープン形式

を採用するなど道路側に開いていく傾向を持っていた。

しかし、転用店舗は高級志向を持った観光施設であり、

却ってプランやファサードなど目に見える部分に情景

的な要素を残していく趣向が働き、不変性に繋がったの

ではないかと考えられる。

6.「住むための遺産」を目指した空間整備

6.1旧市街の将来像「住むための遺産」

旧市街の歴史的遺産としての価値には疑いがない。し

かし、旧市街の存続は、市域全体の都市圧力や過密化と

いった現実的な趨勢の中で考えられる必要がある。

フェス旧市街の将来像として、歴史的都市の保全と、

現実に居住している人々の双方の視点からを一言でま

とめ、「住むための遺産」としたい。「住むための遺産」

は2つの価値観の折衷案ではなく、双方の視点と変容に

あわせて相互に複合したものである。例えば、歴史的遺

産の保全の視点からは、建物単体の保全が重要であると

同時に、今日使われなくなった当初の機能からの転換が

不可欠である。また住む為に必要な視点からは、近代的

な利便性のみならず、歴史的な住まい方やその受け皿と

しての街路網等の存続が重要となる。近代型道路を中心

とする空間整備は、その重要な局面と位置づけられる。

6.2「住むための遺産」のための空間i整備指針

旧市街における空間整備のためには、厳密なフィジカ

ル・プランだけでなく、ファサード処理や転用、増築に

関する当事者全員で共有すべき指針を伴う必要がある。

これを以下のように提案し、図8にまとめる。

嘉義翻
博物館

行醜設収用跡利用の公園
[:コファサード処理の上

オープン・カフェに

至新市街、郊外近代型道路'ノ/表と裏の入れ馨え 至バス停

街路の連続性
を強凋する門

図8:「住むための遺産」の空間整備イメージ

1)近代型道路の設計方針

導入は利便性・安全性確保のために必要と判断された

場合に限り、公共交通や緊急自動車等に限定するなど運

営面での工夫も前提となる。沿道は新規の近代的施設の
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受け皿とする。一方、収用後の不整形な空間の利用、フ

ァサード形成、表と裏の入れ替わり等、柔軟に対応する。

2)主要通り・街区通りは都市組織の根幹として残す

主要通りは旧市街の歴史性と商業を支えている。また、

街区通りは旧市街の日常生活を支える組織である。いず

れも、物理的に残すことを優先するが、人通りや物流を

極端に変えることがないよう工夫することが大切であ

る。ハブース店舗は歴史的施設における再生のみならず、

新規施設に組み込むことも考えられる。また、道路との

交差点では街路との連続性を示す門を設置する。

3)袋小路は処理の仕方に綿密さを要する

原則、近代型道路と接続しないことが望ましいが、や

むをえず接続する場合は、接点を増築等によって意図的

に閉鎖することで半私的な空間としての特質を存続さ

せる。やむをえず開かれる場合には、店舗や工房への転

用を積極的に行う場所として方針づける。

4)歴史的建築は公共施設として活用する

転換の方向性は、まだ残っている機能や周辺利用状況

を踏まえる。礼拝や神学講義、また伝統工芸等と訪問者

との接点として、歴史・文化を発信する。

5)住宅は居住形態の変化に合わせて改修する

ホール型とリビング型等の相違が出てくる理由は、居

住形態の変化にある。これまで現行政策の効果に目立っ

た点はなかったが、過密化の趨勢を踏まえて、ホール型

利用を一種の集合住宅化への過程と位置づけ設備面か

ら支えていくことが考えられる。

6)民間による転用は規制も必要

富裕層による邸宅の転用は最も活力があり、また歴史

的面白さを観光客にも身近に示す。しかし、転用は街路

網への影響も大きい。長期的には、形態面だけでなく利

用面での規制・誘導を検討することも重要である。

6.3「アイン・アズリトゥン及びズーン川地区」への提案

図9は、街路網及び施設に関する悉皆調査に基づき作

成された旧市街地図に、5ヵ年計画における「アイン・

アズリトゥン及びズーン川地区」計画案の道路線と、本

研究で提案する代替整備案をプロットしたものである。

まず、上に示した空間整備指針の視点から、5ヵ年計

画案の問題点を指摘できる。まず、対象地区におけるか

なりの街区通り、施設が、拡幅の結果として道路用地に

包含され喪失される形になっている。この結果、北方都

市ウェッザーンの流れを汲むザウィーヤ(修道場)を中

心とするアイン・アズリトゥン街区を始め、沿道の街区

組織が大きく損なわれてしまう。街路拡幅は一見合理的

に見えて、実は日常生活に関わる都市組織がごっそりと

抜け落ちることが危惧される。

また、道路は多くの袋小路に接続している。袋小路の

処理には細心の施策が必要であるが現行計画はそこま

で及んでいない。
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代替整備案では、既存の歴史的街路の拡幅にはこだわ

らない、袋小路組織を残す、収用は敷地単位で行う、道

路の起点・終点はできるだけ変えない、等を方針として、

より望ましいと考えられる道路線を検討した。主計画部

分では、道路およそ一本分北にずらし、空き地や、汚染

産業として郊外地への移転が推奨されている工房を、主

な道路用地とした。5ヵ年計画では半分近い面積が削り

取られる予定だったアイン・アズリトゥン街区が保護さ

れ、広場と公園が一体的に整備される。オプションであ

る延長計画部分はより密集した住宅地になっているが、

道路北側の袋小路を保全し、南側は意図的閉鎖によって

対応する。

全体として、主要通り、及び街区通りを多く残し、施

設の収用を0に抑えたこと、変容後の形態に即して表・

裏の入れ替わりや転用、袋小路の意図的閉鎖などのおお

まかな利用方針を示した点に特徴がある。

7.結論

本稿では、フェスの旧市街の保全再生のあり方を、街

路網の秩序原理である「公私の分離」の視点から考察し

た。現行政策の方針と、空間形成の趨勢を実態的に把握

し、その特質を生かした将来像を引き出した。「住むた

めの遺産」のための整備指針は、近代型道路の通し方を

中心に6項目の多岐に渡ったが、いずれも20世紀の急

激な変化を踏まえた上での「公私の分離」の体現である。

フェスのような歴史都市の現実的な側面を理解し問題

解決を提案していく上で、現地調査は最も有効である。

旧市街の空間整備指針は、街路網を保持する視点から

なお改善の余地がある。例えば、指針を適応する段階で

は、道路は既存街路の拡幅ではなく、むしろその後背を

利用して道路を通す形が望ましいこともわかった。指針

は柔軟で多様な適用の仕方があると考えられ、それは旧

市街の歴史的な増改築のプロセスにも通じるものがあ

るはずである。しかし本稿では、現地調査結果を主にプ

ランに還元して分析し、プランによって空問整備を提案

するという形にこだわった。実施にあたっての仕組み作

りの面では、たとえば増改築に関する歴史的ルールの解

読や法制度の考究もまた重要である。今後に残された課

題と考えられる。

〈注>
1)旧市街は、8世紀創設のフェス・エル・バリと、13世紀創設のフェ

ス・ジュディドに分けられる。本稿では対象エリアをより古いフェス・
エル・バリに限定した。

2)モロッコは1912年から56年まで仏保護領となり、初代総督リヨテ
元帥の下で文化財行政を確立した。文献8。

3)フェスに関する研究の多くが、「公私の分離」をそれぞれの形で展
開している。フェス最初のマスタープランであるS.D.A.U.(文献3
vol.2p.19)でも踏襲されている。

4)街路網の空間構成や秩序原理それ自体の解明・考究が本稿の目
的なのではなく、あくまで保全再生のために歴史的な空闘構成を
把握しておくという立場である。

)5
)6

)7
)8

　

)
O

Q
り
ー

11)
12)

13)
14)

15)

モロッコのスークは一般的に、香辛料、木工品、革製品、貴金属等
といった、専門性を持っ商店街である。
例えば、B.S.ハキームによる議論がある(文献9pp.12-13)。「公共
通りの道幅は、最低7ジラー(323～3.50メートル)」というガイドラ
インを引き出している。
旧市街にモスクは大小300もあると言われる。近隣モスクは、記念
碑的なモスクに対して、毎日5回の日常的な礼拝の場であり、コミ
ュニティーの象徴でもある。
日本イスラム協会の監修による事典(文献7)では「ハープ(街区)」
の項でダマスカスの例を元に解説されている。
1936年から52年までの転出者は16,000人といわれる。文献5。
統計出典は文献13及び国勢調査(R.G.PH)(文献14)。旱魎や
家族内の不和によりやむをえず離村する例や、逆に家族の方針に
よって都市流入する例も見られる。更に、文化的理由として、農村
の生活を嫌い都市に住むことを好むという、農村と都市の生活様
式の相違を上げている例も若干ではあるが注目される。
文献6が同計画図書である。策定経緯は文献12が報告している。
数字は91年6月現在。対象地区の規模は、旧市街全体の面積約
20%、人口約17%にあたり、旧市街の居住形態・類型の殆どを包
含するとされる。
同計画提案は文献10で凍結保存との比較から分析されている。
文献11では街路線制度が独自の街並みの形成に結果したこと経
過を議論している。
5ヵ年計画の事業部門詳細は文献12で報告されている。
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